
岡山県「介護サービス情報の公表」制度における調査に関する指針

「介護サービス情報の公表」制度については、介護保険法（平成9年法律第123号。

以下「法」という。）第115条の35第3項及び健康保険法等の一部を改正する法律（平

成18年法律第83号）附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものと

された同法第26条の規定による改正前の介護保険法（以下「旧法」という。）第115条

の35第3項の規定による調査の実施に当たって、介護保険法施行規則（平成11年厚生

省令第36号）第140条の47の2の規定により、県の調査指針を定める。

１ 調査実施の指針

調査は、原則、下記の場合に行うこととする。

（１）事業者自らが調査を希望する場合

ただし、調査希望事業所に対しては、当該年度の県の実地指導を優先的に

実施し、実地指導と同時に調査をすることとする。

また、外部評価が義務付けられている地域密着型サービス事業所や福祉サ

ービス第三者評価を定期的に実施している事業所については、調査を行わな

いこととする。

（２）公表内容について、利用者等から通報があり、調査において内容確認が必

要であると判断される場合

（３）報告内容に虚偽が疑われる場合

（４）県所管事業所・施設について新規指定後初めて実地指導を行う場合

２ 調査の効果的実施

調査を効果的に実施するために、上記１の（１）は、調査を希望する旨を毎年度

５月末までに、各事業所を所管する県民局へ連絡してきた場合に限り実施する。

また、県が指定権限を有しない事業所（指定都市等が指定する事業所又は市町村

が指定する地域密着型事業所）に対しても調査をすることができるが、調査を実施

する必要がある場合には、該当の指定権者に適宜情報を提供し、連携の上、適正な

調査を行うこととする。

附則（施行期日）

この指針は、平成２４年１０月１日から施行する。


